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⑥ 需要予測について 

⑥－（１）基本的考え方 

 

◆ 平成 22年度までの国勢調査実績等を基に、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）が市区町村別

に推計した平成 27～52年度（5年毎）の将来人口等を用いる。 

◆ 府県別の総人口に影響しない範囲内（府県別にコントロールトータル）で、次の開発等による人口

移動を反映。 

・ 大規模開発計画：従来の実績から計画人口の定着までに一定の年数が必要となるため、過大 

な推計とならないよう、ビルドアップ曲線を用いて算出 

・ 沿線開発の誘発：平成 18年開業の地下鉄今里筋線（井高野～今里間）の実績を踏まえ、新 

線区間の整備により 500m圏の沿線人口が 2.2％増加すると想定。 

 

◆ 平成 24年度に実施した地下鉄今里筋線（井高野～今里間）の事後評価等を踏まえ、新線区間につい

ては平成 37年度開業で 5年後の平成 42年度に需要が定着するものとして、平成 42年度を予測年次

とする。 

◆ 平成 42 年度：社人研の将来人口等を基に、次の将来ネットワークで需要予測モデル［(3)参照］を

用いて算出。 

・ 予測年次の鉄道ネットワークは、現状に事業中のＪＲ東海道支線の地下化、ＪＲおおさか東

線北区間（新大阪～放出間）および同ＪＲ長瀬～新加美間の新駅を加え、これに新線区間を

加えたもの。 

・ 新線区間の運転本数や所要時間等の諸条件は、既設線[地下鉄敷津長吉線の場合は地下鉄今里

筋線（井高野～今里間）]と同程度と想定。 

・ 新線区間と並行するバス路線は全て廃止を前提とする。 

◆ 平成 37～42年度：需要の定着を考慮したモデル式（H16年度国土交通省調査）により算定。 

◆ 平成 42～52年度：社人研の将来人口等に相関した経年モデルにより算定。 

◆ 平成 52年度以降：社人研の将来人口が推計されていないこと、収支上は需要減少に伴ったコスト削減

（サービス見直し等）や運賃値上げを見込んでいないこと等から、一定とする。 

 

※ なお、予測値は平日一日当たりの交通調査実績値ベースとなるので、年間の一日平均となる決算値

ベースとは異なることから、各年度の交通調査値と決算値から換算係数を作成し、予測値を決算値

ベースに換算して収支算定に用いる。 

 

⑥－（２）感度分析 

 予測年次（平成 42年度）で一定とした検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸送人員 

定着モデルにより算定 
経年モデルにより 

算定 

感度分析ケース 

H37 H42 H52 

一定 
基本ケース 

（予測年次） 

（定着） 

年次 

需要予測 

（開業） 
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⑥－（３）需要予測モデル 

本検討においては、近畿地方交通審議会答申第８号における需要予測手法と同等の需要予測モデル

（四段階推定法）を構築して、将来需要の見通しの分析を行うものとする。 
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⑥－（４）需要予測結果 

 

区  間 

第 8 号線の延伸 第 7 号線の延伸 敷津長吉線 第 5 号線の延伸 

今里～ 

湯里六丁目 

鶴町～ 

大正 

住之江公園～ 

喜連瓜破 

南巽～ 

弥刀方面 

駅  数 ６駅 ６駅 ７駅 ３駅 

営業延長 6.7 ㎞ 5.5km 6.9km 4.2km 

実 

 

績 

(H22年) 

沿線区常住人口 54.5 万人 7.0 万人 61.4 万人 33.4 万人 

沿線区従業人口 20.9 万人 3.3 万人 23.4 万人 12.5 万人 

バス本数（日） 

（H26 年実績） 

583 本 

（475 本） 

1,186 本 

（1,010 本） 

478 本 

（383 本） 
－ 

バス利用者数（日） 8,495 人 33,376 人 8,106 人 － 

予 

  

測 

(H42年) 

新

線

区

間 

輸送人員（日） 31,744 人 34,694 人 44,852 人 18,816 人 

1㎞当たり輸送人員（日） 4,738 人/㎞ 6,308 人/㎞ 6,500 人/㎞ 4,480 人/㎞ 

輸送人キロ（日） 121 千人･㎞ 87 千人･㎞ 121 千人･㎞ 47 千人･㎞ 

1㎞当たり輸送人キロ 

＝輸送密度（日） 

18,042 

人･㎞/㎞ 

15,802 

人･㎞/㎞ 

17,465 

人･㎞/㎞ 

11,075 

人･㎞/㎞ 

1人平均乗車ｷﾛ（日） 3.81 ㎞ 2.51km 2.69km 2.47km 

地

下

鉄

全

線 

輸送 

人員 

（日） 

整備前 2,153,384 人 2,153,384 人 2,153,384 人 2,153,384 人 

整備後 2,161,424 人 2,176,872 人 2,161,452 人 2,161,666 人 

増分 ＋8,040 人 ＋23,488 人 ＋8,068 人 ＋8,282 人 

輸送 

人キロ 

（日） 

整備前 12,497 千人･㎞ 12,497 千人･㎞ 12,497 千人･㎞ 12,497 千人･㎞ 

整備後 12,582 千人･㎞ 12,658 千人･㎞ 12,572 千人･㎞ 12,666 千人･㎞ 

増分 ＋85 千人･㎞ ＋160 千人･㎞ ＋75 千人･㎞ ＋169 千人･㎞ 

注）それぞれの路線を単独で整備した場合の予測であり、並行するバス路線は全て廃止の前提である。 

四捨五入の関係で増減が合わないことがある。 
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25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72

 

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72

第 8号線の延伸の輸送人員の推移 第７号線の延伸の輸送人員の推移 

敷津長吉線の輸送人員の推移 第５号線の延伸の輸送人員の推移 

基本ケース 

感度分析ケース 

基本ケース 

感度分析ケース 

27,015 人 

39,422 人 

44,852 人 

11,335 人 

16,536 人 

18,816 人 

 

基本ケース 

感度分析ケース 

19,154 人 

27,903 人 

31,744 人 
 

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72

基本ケース 

感度分析ケース 

20,877 人 

30,494 人 

34,694 人 
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⑥－（５）新線区間の収入算定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ケース A：乗車距離比按分による新線区間の運輸収入の算定方法（これまでの方法） 

 考え方 ・新線整備後の運輸収入を既設線区間と新線区間の乗車距離比で按分し、新線区 

間の乗車距離分を新線区間の運輸収入とする。 

・決算における地下鉄号線別収支算定の基となる号線別運輸収入の算出方法 

 計算方法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ケースＢ：地下鉄全線での増収を考慮した新線区間の運輸収入の算出方法（新たな方法） 

 考え方  新線整備による地下鉄全線での運輸収入の増収分を新線区間の運輸収入とする。 

 計算方法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

賃率（円／人キロ） 
新線区間の運輸収入 

＝ 賃率×輸送人キロ 

新線区間の 

輸送人キロ(人 km) 

【未整備時】 【整備時】 

新線整備による増収 

分を新線区間の運輸 

収入とする 

地下鉄全線での 

運輸収入(円) 

【未整備時】 【整備時】 

新線区間を含む 

地下鉄全線での 

運輸収入(円) 

整備なし 整備あり 

地下鉄全線の運輸収入 

地下鉄全線の輸送人キロ 

＝輸送人キロ当りの運輸収入 

新線区間 

【未整備時】 【整備時】 例
例
例 
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⑥－（６）新線区間の収入算定例 

 

                                 （単位：円） 

例 項目 全体 

ケースＡ ケースＢ 

既設線 

区間あ 

新線 

区間 

地下鉄

全線あ 
増分 

（第８号線延伸の場合）       

整

備

前 

 

運賃 450 240 － 240  
 

 

 

整

備

後 

 

運賃 280 109 171 280 40  

 

 
（第７号線延伸の場合）       

整

備

前 

 

運賃 390 0 － 0  
 

 

 

整

備

後 

 

運賃 280 145 135 280 280  

 

 
（敷津長吉線の場合）       

整

備

前 

 

運賃 450 240 － 240   

 

 

整

備

後 

 

運賃 280 208 72 280 40  

 

 
（第５号線延伸の場合）       

整

備

前 

 

運賃 440 180 － 180  
 

 

 

整

備

後 

 

運賃 320 226 94 320 140  

 

 
※地下鉄運賃（1 区＝180 円、2 区＝240 円、3 区＝280 円、4 区＝320 円、5 区＝370 円）  

矢田 

近鉄南大阪線 

なんば 天王寺 

第１号線 

大阪阿部野橋 

既設線区間：3.4km （5.1㎞） 

（2区） 210円 

矢田 

近鉄南大阪線 

なんば 天王寺 

第１号線 

大阪阿部野橋 

既設線区間：3.4km （5.1㎞） 

（2区） 210円 

＋ 

第８号線 

なんば 湯里六丁目（仮称） 今里 

第５号線 

新線区間:6.7㎞ 既設線区間:4.3㎞ ＝11.0㎞ 
（3区） 

大正 

市バス 

大阪 鶴町二丁目 

JR環状線 

大正橋 

（7.0km） （5.5㎞） 

180円

円 

円 

210円 

第７号線 

梅田 鶴町（仮称） 大正 心斎橋 

第１号線 

既設線区間:5.9km 新線区間:5.5㎞ ＋ ＝11.4㎞ 
（3区） 

第１号線 

なんば 湯里六丁目（仮称） 長居 

敷津長吉線 

既設線区間:6.7㎞ 新線区間:2.3㎞ ＋ ＝9.0㎞ 
（3区） 

第５号線 

本町 弥刀（仮称） 南巽 なんば 

第１号線 

既設線区間:10.1km 新線区間:4.2㎞ ＝14.3㎞ 

 

＋ 
（4区） 

本町 なんば 

近鉄大阪線 第１号線 

弥刀 大阪難波 
（1区） 

既設線区間：1.9km （9.4㎞） 

260円 
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⑥－（７）運輸収入 

ケースＡ及びケースＢの平成 42 年度時の運輸収入は次のとおりである。収支採算性の試算ではケー

スＡ及びケースＢのうち運輸収入が多い方を用いて試算を行う。 

 

◎ケースＡ 

区  間 

第 8号線の延伸 第 7号線の延伸 敷津長吉線 第 5号線の延伸 

今里～ 

湯里六丁目 

鶴町～ 

大正 

住之江公園～ 

喜連瓜破 

南巽～ 

弥刀方面 

新

線

区

間 

(H42年) 

輸送人員（日） 31,744人 34,694人 44,852 人 18,816人 

輸送人キロ（日） 121 千人･㎞ 87 千人･㎞ 121 千人･㎞ 47 千人･㎞ 

運輸収入（税抜） 
（公営）12.1億円 

（民営）11.9億円 

（公営）8.7億円 

（民営）8.5億円 

（公営）12.1 億円 

（民営）11.8 億円 

（公営）4.6億円 

（民営）4.6億円 

 

 

 

 

◎ケースＢ 

区  間 

第 8号線の延伸 第 7号線の延伸 敷津長吉線 第 5号線の延伸 

今里～ 

湯里六丁目 

鶴町～ 

大正 

住之江公園～ 

喜連瓜破 

南巽～ 

弥刀方面 

地
下
鉄
全
線 

(H42年) 

輸送 

人員 

（日） 

整備前 2,153,384 人 2,153,384 人 2,153,384 人 2,153,384 人 

整備後 2,161,424 人 2,176,872 人 2,161,452 人 2,161,666 人 

増分 ＋8,040 人 ＋23,488 人 ＋8,068 人 ＋8,282 人 

輸送 

人キロ 

（日） 

整備前 12,497千人・㎞ 12,497 千人・㎞ 12,497千人・㎞ 12,497千人・㎞ 

整備後 12,582千人・㎞ 12,658 千人・㎞ 12,572千人・㎞ 12,666千人・㎞ 

増分 85 千人・㎞ 160 千人・㎞ 75千人・㎞ 169千人・㎞ 

運輸収入（税抜） 
（公営）7.0億円 

（民営）6.9億円 

（公営）14.7億円 

（民営）14.4億円 

（公営）5.9 億円 

（民営）5.8 億円 

（公営）7.7億円 

（民営）7.6億円 

注）四捨五入の関係で増減が合わないことがある。 

 

 

 

 

                      の運輸収入を用いて収支算定  
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⑦ 建設・運転計画について 

⑦－（１）建設計画 

 

 第 8 号線の延伸 第 7 号線の延伸 敷津長吉線 第 5 号線の延伸 

車両規格 ﾘﾆｱﾓｰﾀｰ駆動式 

中量規模地下鉄 

ﾘﾆｱﾓｰﾀｰ駆動式 

中量規模地下鉄 

ﾘﾆｱﾓｰﾀｰ駆動式 

中量規模地下鉄 
普通地下鉄 

 

既

設

区

間 

起点 井高野 大正 ‐ 野田阪神 

終点 今里 門真南  南巽 

営業延長 11.9 ㎞ 15.0 ㎞ ‐ 12.6 ㎞ 

駅数 11 駅 17 駅 ‐ 14 駅 

計画最大編成数 6 両 8 両 ‐ 8 両 

車庫 鶴見北車庫 鶴見検車場 ‐ 森之宮検車場 

構造 全線地下式 全線地下式 全線地下式 全線地下式 

新

線

区

間 

起点 今里 鶴町 住之江公園 南巽 

終点 湯里六丁目 大正 喜連瓜破 弥刀方面 

営業延長 6.7 ㎞ 5.5 ㎞ 6.9 ㎞ 4.2 ㎞ 

建設延長 6.7 ㎞ 5.3 ㎞ 7.0 ㎞ 4.2 ㎞ 

駅数 ６駅 

※今里駅除く 

６駅 

※大正駅除く 

７駅 ３駅 

※南巽駅除く 

必要列車数 

（コスト削減後） 

4 列車 

（2 列車）注 1 

4 列車 

（同上） 

11 列車 

（10 列車）注 2 

4 列車 

（同上） 

計画最大編成数 

（コスト削減後） 

6 両 

（同上） 

8 両 

（6 両）注 3 

6 両 

（同上） 

8 両 

（同上） 

車庫計画 

（コスト削減後） 

既設鶴見北車庫で

対応 

（同上） 

新設：鶴浜用地 

（既設鶴見検車場

で対応）注 3 

新設：長居公園地下 

（同上） 

新設：久宝寺緑地地下 

（既設森之宮検車場

で対応）注 5 

構造 

（コスト削減後） 

全線地下式 

（同上） 

全線地下式 

（一部区間高架式）注 4 

全線地下式 

（同上） 

全線地下式 

（同上） 

注 1：需要に見合ったダイヤ設定により必要列車数を 2 列車削減 

注 2：     〃         必要列車数を 1 列車削減 

注 3：需要に見合った列車の計画最大車両編成の見直し（8 両→6 両）により列車の留置計画を見直し

た結果、既設鶴見検車場で対応可能となり、車庫の新設は不要となった。 

注 4：大正駅～大正区役所付近：地下構造 

（移行部分）   ：掘割構造 

大正区役所付近～鶴町駅：高架構造 

注 5：列車の留置計画を見直した結果、既設森之宮検車場で 

   対応可能となり車庫の新設は不要となった。 

 

⑦－（２）運転計画 

 

 第 8 号線の延伸 第 7 号線の延伸 敷津長吉線 第 5 号線の延伸※ 

運

転

間

隔 

朝ラッシュ時 

（コスト削減後） 

4 分～5 分 

（5 分）注 1 

3 分～3 分 40 秒 

（同上） 

4 分～5 分 

（5 分）注 2 

4 分 5 秒～4 分 10 秒 

（同上） 

昼間時 10 分 7 分 10 分 7 分 

夕ラッシュ時 5 分 3 分 30 秒 5 分 4 分 45 秒 

※平成 26年 8月 30日にダイヤ改正され、運転間隔が変更となるが、本審議会では現状のダイヤで検討。  

大正 

鶴町 

地下 

高架 

大正区役所付近 
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⑦－（３）建設費 

 

 第 8 号線の延伸 第 7 号線の延伸 敷津長吉線 第 5 号線の延伸 

今里～ 

湯里六丁目 

鶴町～ 

大正 

住之江公園～ 

喜連瓜破 

南巽～ 

弥刀方面 

（基本ケース）     

 

公 

 

営 

総  建  設  費 1,380 億円  1,269億円 1,861 億円 1,338億円 

 

内 

訳 

直接工事費 1,124 億円 1,046 億円 1,529 億円 1,099 億円 

消 費 税※1 111 億円 99 億円 151 億円 106 億円 

総 係 費※2 112 億円 105 億円 153 億円 110 億円 

建 設 利 息※3 33 億円 19 億円 28 億円 23 億円 

備考：キロ当たり建設費 [206 億円/㎞] [239 億円/㎞] [266 億円/㎞] [319 億円/㎞] 

 

民 

 

営 

総  建  設  費 1,293 億円 1,190億円 1,738 億円 1,242億円 

 

内 

訳 

直接工事費 1,124 億円 1,046 億円 1,529 億円 1,099 億円 

消 費 税※1 111 億円 99 億円 151 億円 106 億円 

総 係 費※2 42 億円 35 億円 45 億円 26 億円 

建 設 利 息※3 16 億円 10 億円 13 億円 11 億円 

備考：キロ当たり建設費 [193 億円/㎞] [225 億円/㎞] [248 億円/㎞] [296 億円/㎞] 

（コスト削減後）     

主なコスト削減策 

（コスト削減額） 

※直接工事費ベース 

・需要に見合った
ダイヤ設定 

 

（▲14 億円） 

・鶴見検車場への
車庫の集約化 

・一部区間高架化 

（▲378 億円） 

・需要に見合った
ダイヤ設定 

 

（▲7 億円） 

・森ノ宮検車場へ
の車庫の集約
化 

（▲219 億円） 

 

公 

 

営 

総  建  設  費 1,363 億円  812億円 1,853 億円 1,070億円 

 

内 

訳 

直接工事費 1,110 億円 668 億円 1,522 億円 880 億円 

消 費 税※1 109 億円 64 億円 151 億円 83 億円 

総 係 費※2 111 億円 67 億円 152 億円 88 億円 

建 設 利 息※3 33 億円 13 億円 28 億円 19 億円 

備考：キロ当たり建設費 [203 億円/㎞] [153 億円/㎞] [265 億円/㎞] [255 億円/㎞] 

 

民 

 

営 

総  建  設  費 1,277 億円 760億円 1,730 億円 944億円 

 

内 

訳 

直接工事費 1,110 億円 668 億円 1,522 億円 880 億円 

消 費 税※1 109 億円 64 億円 151 億円 83 億円 

総 係 費※2 42 億円 22 億円 44 億円 22 億円 

建 設 利 息※3 16 億円 6 億円 13 億円 9 億円 

備考：キロ当たり建設費 [191 億円/㎞] [143 億円/㎞] [247 億円/㎞] [237 億円/㎞] 

（参考）運営費の削減 
公営▲6.1億円/年※4 

民営▲5.5億円/年※4 

公営▲9.3億円/年※5 

民営▲8.3億円/年※5 

公営▲6.4億円/年※6 

民営▲5.9億円/年※6 

公営▲6.3億円/年※7 

民営▲5.4億円/年※7 

※１ 10％（平成 29 年度着工を想定） 

※２ 公営：10％（地下鉄実績より） 民営：3.3％～2.4％（西大阪高速鉄道及び中之島高速鉄道実績より） 

※３ 公営：5 年据置 30 年償還、利率 2.8％ 民営：3 年据置 10 年償還、利率 1.65％ 

※４ 需要に見合ったダイヤ設定、OB の最大限活用による人件費の削減 

※５ 鶴見検車場への車庫の集約化による維持費の削減、OB の最大限活用による人件費の削減 

※６ 需要に見合ったダイヤ設定、OB の最大限活用による人件費の削減 

※７ 森之宮検車場への車庫の集約化による維持費の削減、OB の最大限活用による人件費の削減 
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出資金 出資金 補助金 補助金

出資金 出資金 借入金

借入金

（国：25.2%） (地方自治体：28.0%) （事業者：26.8%）

（事業者：80.0%）

(地方自治体
：10.0%）

(地方自治体
：10.0%）

(民 間
：10.0%）

(民 間
：10.0%）

出資金 補助金 補助金 借入金

（地方自治体：20.0%） （国：25.2%） （地方自治体：28.0%） （事業者：26.8%）

出資金 借入金
（地方自治体：20.0%） （事業者：80.0%）

出資金 出資金 補助金 補助金

出資金 出資金 借入金

借入金

（国：25.2%） (地方自治体：28.0%) （事業者：26.8%）

（事業者：80.0%）

(地方自治体
：10.0%）

(地方自治体
：10.0%）

(民 間
：10.0%）

(民 間
：10.0%）

出資金 補助金 補助金 借入金

（地方自治体：20.0%） （国：25.2%） （地方自治体：28.0%） （事業者：26.8%）

出資金 借入金
（地方自治体：20.0%） （事業者：80.0%）

⑦－（４）事業スキーム 

 

⑦－（４）－（a）地下鉄第 8号線の延伸[今里～湯里六丁目間] 

 公営の場合 民営の場合 

主
体 

 

建設主体 

 

運営主体 

交通局 

 

建設主体 

 

運営主体 

第３セクター 民営化後の地下鉄新会社 

総
建
設
費 

※需要に見合ったダイヤ設定等 

 基本 コスト削減後※ 

交通局 １，３８０億円 １，３６３億円 

※需要に見合ったダイヤ設定等 

 

 

基本 コスト削減後※ 

合  計 １，２９３億円 １，２７７億円 

内

訳 

第３ｾｸﾀｰ（建設主体） １，２６１億円 １，２６１億円 

地下鉄新会社（運営主体） ３２億円 １６億円 

補
助
ス
キ
ー
ム 

総建設費 1,363億円（コスト削減後） 
 
 
 
補助対象 
建設費 
(1,228 億円) 

 
 
補助対象外 
建設費 
(135 億円) 
 

総建設費 1,277億円（コスト削減後） 

（建設主体） 1,261億円 
 
補助対象 
建設費 
(1,228 億円) 

 
 
補助対象外 
建設費 
(33 億円) 
（運営主体） 16 億円（車両費） 

負
担
内
訳 

 

負担者 

 

負担額 構成比 

国 ３０９億円 23% 

地方自治体 ６１７億円 45% 

交通局 ４３７億円 32% 

合  計 １，３６３億円 100% 

※出資金のうち民間負担分を含む 

負担者 

 

負担額 構成比 

国 ３０９億円 24% 

地方自治体 ４７０億円 37% 

第３セクター（建設主体）※ ３５６億円 28% 

地下鉄新会社（運営主体） １４２億円 11% 

合  計 １，２７７億円 100% 

 

⑦－（４）－（b）地下鉄第 7号線の延伸[鶴町～大正間] 

 公営の場合 民営の場合 

主
体 

 

建設主体 

 

運営主体 

交通局 

 

建設主体 

 

運営主体 

第３セクター 民営化後の地下鉄新会社 

総
建
設
費 

※鶴見検車場への車庫の集約化、一部区間高架化 

 基本 コスト削減後※ 

交通局 １，２６９億円 ８１２億円 

※鶴見検車場への車庫の集約化、一部区間高架化 

 

 

基本 コスト削減後※ 

合  計 １，１９０億円 ７６０億円 

内

訳 

第３ｾｸﾀｰ（建設主体） １，１５３億円 ７２３億円 

地下鉄新会社（運営主体） ３７億円 ３７億円 

補
助
ス
キ
ー
ム 

総建設費 812億円（コスト削減後） 
 
 
 
補助対象 
建設費 
(710 億円) 

 
 
補助対象外 
建設費 
(102 億円) 
 

総建設費 760億円（コスト削減後） 

（建設主体） 723億円 
 
補助対象 
建設費 
(710 億円) 

 
 
補助対象外 
建設費 
(13 億円) 
（運営主体） 37 億円（車両費） 

負
担
内
訳 

 

負担者 

 

負担額 構成比 

国 １７９億円 22% 

地方自治体 ３６１億円 44% 

交通局 ２７２億円 34% 

合  計 ８１２億円 100% 

※出資金のうち民間負担分を含む 

負担者 

 

負担額 構成比 

国 １７９億円 24% 

地方自治体 ２７１億円 36% 

第３セクター（建設主体）※ ２０１億円 26% 

地下鉄新会社（運営主体） １０９億円 14% 

合  計 ７６０億円 100% 
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出資金 出資金 補助金 補助金

出資金 出資金 借入金

借入金

（国：25.2%） (地方自治体：28.0%) （事業者：26.8%）

（事業者：80.0%）

(地方自治体
：10.0%）

(地方自治体
：10.0%）

(民 間
：10.0%）

(民 間
：10.0%）

出資金 補助金 補助金 借入金

（地方自治体：20.0%） （国：25.2%） （地方自治体：28.0%） （事業者：26.8%）

出資金 借入金
（地方自治体：20.0%） （事業者：80.0%）

出資金 出資金 補助金 補助金

出資金 出資金 借入金

借入金

（国：25.2%） (地方自治体：28.0%) （事業者：26.8%）

（事業者：80.0%）

(地方自治体
：10.0%）

(地方自治体
：10.0%）

(民 間
：10.0%）

(民 間
：10.0%）

出資金 補助金 補助金 借入金

（地方自治体：20.0%） （国：25.2%） （地方自治体：28.0%） （事業者：26.8%）

出資金 借入金
（地方自治体：20.0%） （事業者：80.0%）

⑦－（４）－（c）地下鉄敷津長吉線[住之江公園～喜連瓜破間] 

 公営の場合 民営の場合 

主
体 

 

建設主体 

 

運営主体 

交通局 

 

建設主体 

 

運営主体 

第３セクター 民営化後の地下鉄新会社 

総
建
設
費 

※需要に見合ったダイヤ設定等 

 基本 コスト削減後※ 

交通局 １，８６１億円 １，８５３億円 

※需要に見合ったダイヤ設定等 

 

 

基本 コスト削減後※ 

合  計 １，７３８億円 １，７３０億円 

内

訳 

第３ｾｸﾀｰ（建設主体） １，６４５億円 １，６４５億円 

地下鉄新会社（運営主体） ９３億円 ８５億円 

補
助
ス
キ
ー
ム 

総建設費 1,853億円（コスト削減後） 
 
 
 
補助対象 
建設費 
(1,622 億円) 

 
 
補助対象外 
建設費 
(231 億円) 
 

総建設費 1,730億円（コスト削減後） 

（建設主体） 1,645億円 
 
補助対象 
建設費 
(1,622 億円) 

 
 
補助対象外 
建設費 
(23 億円) 
（運営主体） 85 億円（車両費） 

負
担
内
訳 

 

負担者 

 

負担額 構成比 

国 ４０９億円 22% 

地方自治体 ８２４億円 44% 

交通局 ６２０億円 34% 

合  計 １，８５３億円 100% 

※出資金のうち民間負担分を含む 

負担者 

 

負担額 構成比 

国 ４０９億円 24% 

地方自治体 ６１８億円 36% 

第３セクター（建設主体）※ ４５４億円 26% 

地下鉄新会社（運営主体） ２４９億円 14% 

合  計 １，７３０億円 100% 

 

⑦－（４）－（d）地下鉄第 5号線の延伸[南巽～弥刀方面]  

 公営の場合 民営の場合 

主
体 

 

建設主体 

 

運営主体 

交通局 

 

建設主体 

 

運営主体 

第３セクター 民営化後の地下鉄新会社 

総
建
設
費 

※森之宮検車場への車庫の集約化 

 基本 コスト削減後※ 

交通局 １，３３８億円 １，０７０億円 

※森之宮検車場への車庫の集約化 

 

 

基本 コスト削減後※ 

合  計 １，２４２億円 ９９４億円 

内

訳 

第３ｾｸﾀｰ（建設主体） １，２１１億円 ９６３億円 

地下鉄新会社（運営主体） ３１億円 ３１億円 

補
助
ス
キ
ー
ム 

総建設費 1,070億円（コスト削減後） 
 
 
 
補助対象 
建設費 
(952 億円) 

 
 
補助対象外 
建設費 
(118 億円) 
 

総建設費 994億円（コスト削減後） 

（建設主体） 963億円 
 
補助対象 
建設費 
(952 億円) 

 
 
補助対象外 
建設費 
(11 億円) 
（運営主体） 31 億円（車両費） 

負
担
内
訳 

 

負担者 

 

負担額 構成比 

国 ２４０億円 22% 

地方自治体 ４８１億円 45% 

交通局 ３４９億円 33% 

合  計 １，０７０億円 100% 

※出資金のうち民間負担分を含む 

負担者 

 

負担額 構成比 

国 ２４０億円 24% 

地方自治体 ３６３億円 37% 

第３セクター（建設主体）※ ２６４億円 27% 

地下鉄新会社（運営主体） １２７億円 12% 

合  計 ９９４億円 100% 
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⑧ 収支採算性について 

 

◎基本的な考え方 

 

事業手法 事業主体 収支採算性分析の内容 

公営 交通局 将来の利用者数の予測結果をもとに、公営に対する

地下高速鉄道整備事業費補助（地下鉄補助）を適用

し、事業者が負担する借入金と営業活動に伴う収

益・費用とを考慮して、黒字転換年等を分析する。 

民営（上下分離） 

 

地下鉄新会社

（運営主体） 

 

将来の利用者数の予測結果をもとに、営業活動に伴

う収益・費用と建設主体への線路使用料とを考慮し

て、黒字転換年等を分析する。 

第３セクター 

（建設主体） 

 

第 3 セクターに対する地下高速鉄道整備事業費補

助（３セク補助）を適用し、40 年以内に累積損益、

累積資金過不足が黒字転換するよう、運営主体から

の線路使用料を設定する。 

 

評価基準 

事業の補助採択や特許・免許の際には開業から 40 年以内に累積損益、累積資金過不足が黒字転換す

ることが求められている。 

 

◎収支採算性の分析結果例 

  

H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72

経常収支 累積損益

（定着）（開業） （開業40年目）
H76

H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72

経常収支 累積損益

（定着）（開業） （開業40年目）

H76

累積欠損が解消する例 累積欠損が解消しない例（発散） 
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◎収支算定要領 

 

項  目 算  定  要  領 

収 

入 

運輸収入 
公営 

民営 
⑥－（４）～（７）参照 

運輸雑収 
公営 

民営 

既設線※の平成 25 年度予算額を営業距離比で補正し、一定で見込んでい

る。 

補助金 
公営 

民営 
現行補助制度を基に算出した。 

その他 
公営 

民営 

既設線※の平成 25 年度予算額を営業距離比で補正し、一定で見込んでい

る。 

費 
 

用 

人件費 

公営 
既設線※の人員より新線部の人員を推計し、全線の要員削減後の規模に

補正した。給与は公営水準 901 万円[給料・手当・付帯] 

民営 

既設線※の人員より新線部の人員を推計し、全線の要員削減後の規模に

補正した。給与は民営水準として公営の 5％カットの 856 万円[給料・

手当・付帯] 

動力費 
公営 

民営 

既設線※の平成25年度予算の車両走行キロあたり単価に車両走行キロを

乗じて算出した。 

修繕費 

委託費 

公営 

車両の修繕費・委託費は既設線※の平成 25 年度予算での車両走行キロあ

たり単価に車両走行キロを乗じて算出し、その他の修繕費・委託費は同

様に営業延日キロあたり単価に営業延日キロを乗じて算出した。 

民営 コスト削減として公営の 5％カットを見込む。 

その他経費 
公営 

民営 

既設線※の平成25年度予算での営業延日キロあたり単価に毎年度の営業

延日キロを乗じて算出した。 

減価償却費 
公営 

民営 

トンネル、高架、地下停、高架停、建物及び無形固定資産は定額法、そ

の他の資産は定率法により算出した。 

企業債利息

（借入金利

息） 

公営 
平成 25 年度予算ベースで政府系、民間ともに超長期（20 年以上）2.8％

とする。 

民営 関西私鉄 5 社及びＪＲ西日本の平均から算出した 1.65％とする。 

諸税 
民営 

のみ 

固定資産税 1.4％、都市計画税 0.3％として算出した。 

なお、鉄道関係の税制特例を適用している。 

法人税等 
民営 

のみ 
事業所税等を含む法定実行税率を 35.5％として算出した。 

その他費用 

公営 
既設線※の平成 25 年度予算額を営業距離比で補正し、一定で見込んでい

る。 

民営 
既設線※の平成 25 年度予算額（一般会計分担金を控除）を営業距離比で

補正し、一定で見込んでいる。 

建設改良費 
公営 

民営 
建設及び更新計画を基に算出。 

 ※第 8 号線の延伸の場合：既設線＝今里筋線（井高野～今里間） 

  第 7 号線の延伸の場合：既設線＝長堀鶴見緑地線（大正～門真南間） 

  敷 津 長 吉 線の場合：既設線＝今里筋線（井高野～今里間） 

  第 5 号線の延伸の場合：既設線＝千日前線（野田阪神～南巽間） 
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⑨ 費用対効果について 

費用対効果とは、かけた費用に対して、どのくらい効果があるかをいうもので、道路や鉄道などの公

共事業においては、一般的に“費用便益比（B／C）”が用いられており、税金を投入した事業の実施に

要する総費用に対して、その事業の実施によって得られる総便益の大きさがどのくらいあるかを見るこ

とで、その比が１以上であれば、その事業は妥当なものとして評価される。 

鉄道においては、「鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル（2012改訂版）」（国土交通省鉄道局）に、

その計算手法が示されている。 

具体的には、利用者便益（鉄道整備による時間短縮効果や費用節減効果等）や供給者便益（当該事業

者および競合事業者の鉄道路線収益の増減等）、その他便益（CO2排出量削減等の環境改善効果等）など

社会全体への効果（Benefit）などを貨幣換算し、建設・維持等に要する費用（Cost）に対する比（B／

C）として示される指標であり、３０年、５０年の期間で算出することとされている。 

 

評価基準 

一般的に費用便益比（Ｂ／Ｃ）≧1 となることが求められている。 

 

⑩ 加算運賃とは 

 

 大手私鉄の新線整備では、加算運賃を採用することで、新線の利用者が応分の負担をするような運賃

体系がとられている事例がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆加算運賃の導入により、本来であれば需要は変化するが、本検討では需要の変化までは見込まないこ

ととした。 

  

 

  

＜既設線区間＞ ＜新規線区間＞ 

加算運賃の適用範囲 

基本運賃での利用 

基本運賃＋加算運賃での利用 

基本運賃＋加算運賃での利用 

（周辺の私鉄線での加算運賃適用事例） 

・近鉄けいはんな線（40～130円）（長田～学研奈良登美ヶ丘） 

・京阪中之島線（60円）（中之島～大江橋） 

・阪神なんば線（60～90円）（西九条～大阪難波） 
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⑪ 検討ケース設定 

【輸送需要】 

 ・基 本 ケ ー ス：需要予測に基づく（事業化を見据えた需要の考え方） 

 ・感度分析ケース：予測年次（平成 42 年度）で一定 

 ・一定のシナリオケース：１日約 5 千～1 万人需要増ケース 

【収支算定】 

 ・基 本 ケ ー ス：現行の補助スキームに基づく（営業主体がインフラ部分の資金負担を負う） 

 ・感度分析ケース：相当の支援措置を講じる 

（仮に営業主体がインフラ部分の資金負担を負わないとした場合） 

＝現行の補助スキームに基づき本来建設主体が負担すべき建設費を、仮に補助ス

キーム外の補助金等により負担することで、結果として運営主体の線路使用料

負担を 0 とした場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ケースⅠの場合＞（輸送需要：基本ケース、収支算定：基本ケース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅰの場合 Ⅱの場合 Ⅲの場合 Ⅳの場合 

輸送需要 基本ケース 感度分析ケース 一定のシナリオケース 

収支算定 基本ケース 感度分析ケース 基本ケース 

備 考 

事業の補助採択や
特許・免許の際の

考え方に相当 

事業化方策の一つ 

（営業主体がインフラ
部分の資金負担を負わ
ないとした場合に相当） 

国の答申路線（地交
審答申第 8 号）の考

え方に相当 

事業化方策の一つ 

（需要の喚起・創出） 

≪国の答申路線（近畿地方交通審議会答申第 8号）の考え方について≫ 

・一定の条件設定の下に、輸送需要を算定（予測年次で一定） 

・施設整備について相当の支援措置を前提（営業主体がインフラ部分の資金負担を負わない） 

・費用対効果が１を超えるもので、かつ、採算性が確保される路線（40 年で累積が黒字転換） 

・整備する意義がある路線 

・このような支援措置が講じられなければ具体化することは困難であることに注意 

ケース（公営Ⅰ-（1）） ケース（民営Ⅰ-（1）） 

ケース（公営Ⅰ-（2）） ケース（民営Ⅰ-（2）） 

【加算運賃設定】 【需要喚起・創出】 【追加補助】 

【加算運賃設定】 +【需要喚起・創出】 +【追加補助】 

ケース 

（公営・民営Ⅰ-（3）） 

ケース 

（公営・民営Ⅰ-（4）） 

ケース 

（公営・民営Ⅰ-（5）） 

ケース（公営・民営Ⅰ-（6）） 

基本となる 

ケース 

コスト削減 

ケース 

コスト削減 

＋α ケース 

複合 

ケース 
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⑫ 試算結果[ケースⅠ－（１）（輸送需要：基本ケース、収支算定：基本ケース）] 

費用対効果［ケースⅠ－（①）］ 

 第 8 号線の延伸 第 7 号線の延伸 敷津長吉線 第 5 号線の延伸 

公営 民営 公営 民営 公営 民営 公営 民営 

利用者便益 85,899 85,899 96,245 96,245 136,676 136,676 47,663 47,663 

供給者便益※2 -19,194 -20,577 -6,748 -8,618 -30,366 -32,501 -15,053 -16.466 

その他便益 9,564 9,564 9,110 9,990 11,963 11,925 7,631 7,617 

総便益 76,269 74,886 98,607 96,717 118,273 116,100 40,241 38,814 

総費用 90,828 85,769 81,621 76,650 119,208 111,515 86,037 80,092 

費用便益比（B/C）[30 年] 0.84 0.87 1.21 1.26 0.99 1.04 0.47 0.48 

 

  

 第 8 号線の延伸 第 7 号線の延伸 敷津長吉線 第 5 号線の延伸 

公 営 基本ケース 基本ケース 基本ケース 基本ケース 

事業主体 公営 公営 公営 公営 

損益 

収支 

黒字転換 
単年度 発散※1 発散※1 発散※1 発散※1 

累積 発散※1 発散※1 発散※1 発散※1 

累積最大欠損 
40 年目 

955 億円 

40 年目 

894 億円 

40 年目 

1,381 億円 

40 年目 

883 億円 

資金 

収支 
黒字転換 累積 発散※1 発散※1 発散※1 発散※1 

現行スキームに基づく地方負担 620 億円 570 億円 826 億円 603 億円 

スキーム外の地方負担(40 年累計) 0 億円 0 億円 0 億円 0 億円 

計 620 億円 570 億円 826 億円 603 億円 

費用便益比（B/C）[30 年] 0.84 1.21 0.99 0.47 

民 営 基本ケース 基本ケース 基本ケース 基本ケース 

事業主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 

線路使用料 13.5 億円/年 13.2 億円/年 17.7 億円/年 12.4 億円/年 

損益 

収支 

黒字転換 
単年度 13 年目 発散※1 13 年目 発散※1 13 年目 発散※1 13 年目 発散※1 

累積 39 年目 発散※1 40 年目 発散※1 40 年目 発散※1 39 年目 発散※1 

累積最大欠損 
12 年目 

57 億円 

40 年目 

790億円 

12 年目 

67 億円 

40 年目 

764億円 

12 年目 

85 億円 

40 年目 

1,150 億円 

12 年目 

56 億円 

40 年目 

725億円 

資金 

収支 
黒字転換 累積 29 年目 発散※1 29 年目 発散※1 28 年目 発散※1 30 年目 発散※1 

現行スキームに基づく地方負担 470 億円 432 億円 618 億円 456 億円 

スキーム外の地方負担(40 年累計) 0 億円 0 億円 0 億円 0 億円 

計 470 億円 432 億円 618 億円 456 億円 

費用便益比（B/C）[30 年] 0.87 1.26 1.04 0.48 

※1：開業からの 40年間において、収支の改善傾向が見られず、赤字が膨らみ続けるなど黒字転換しないこと。 

 
単位：百万円 

※2：「鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル（2012年改訂版）」に基づき、バスの供給者便益は、計測対象外としている。 
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⑬ 試算結果[ケースⅠ－（２）（輸送需要：基本ケース、収支算定：基本ケース[コスト削減後]）] 

 

 第 8 号線の延伸 第 7 号線の延伸 敷津長吉線 第 5 号線の延伸 

公 営 

コスト削減 

建設費▲17 億円 

運営費▲6.1 億円/年 

コスト削減 

建設費▲457 億円 

運営費▲9.3 億円/年 

コスト削減 

建設費▲8 億円 

運営費▲6.4 億円/年 

コスト削減 

建設費▲268 億円 

運営費▲6.3 億円/年 

事業主体 公営 公営 公営 公営 

損益 

収支 

黒字転換 
単年度 発散※1 発散※1 発散※1 発散※1 

累積 発散※1 発散※1 発散※1 発散※1 

累積最大欠損 
40 年目 

712 億円 

40 年目 

522 億円 

40 年目 

1,124 億円 

40 年目 

631 億円 

資金 

収支 
黒字転換 累積 発散※1 発散※1 発散※1 発散※1 

現行スキームに基づく地方負担 616 億円 361 億円 825 億円 481 億円 

スキーム外の地方負担(40 年累計) 0 億円 0 億円 0 億円 0 億円 

計 616 億円 361 億円 825 億円 481 億円 

費用便益比（B/C）[30 年] 0.92 1.92 1.05 0.62 

民 営 

コスト削減 

建設費▲16 億円 

運営費▲5.5 億円/年 

コスト削減 

建設費▲430 億円 

運営費▲8.3 億円/年 

コスト削減 

建設費▲8 億円 

運営費▲5.9 億円/年 

コスト削減 

建設費▲248 億円 

運営費▲5.4 億円/年 

事業主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 

線路使用料 13.5 億円/年 8.9 億円/年 17.7 億円/年 10.0 億円/年 

損益 

収支 

黒字転換 
単年度 13 年目 発散※1 13 年目 発散※1 13 年目 発散※1 14 年目 発散※1 

累積 39 年目 発散※1 39 年目 発散※1 40 年目 発散※1 40 年目 発散※1 

累積最大欠損 
12 年目 

57 億円 

40 年目 

570 億円 

12 年目 

40 億円 

40 年目 

433 億円 

12 年目 

85 億円 

40 年目 

915 億円 

13 年目 

46 億円 

40 年目 

511 億円 

資金 

収支 
黒字転換 累積 29 年目 発散※1 27 年目 発散※1 28 年目 発散※1 30 年目 発散※1 

現行スキームに基づく地方負担 470 億円 271 億円 618 億円 363 億円 

スキーム外の地方負担(40 年累計) 0 億円 0 億円 0 億円 0 億円 

計 470 億円 271 億円 618 億円 363 億円 

費用便益比（B/C）[30 年] 0.95 2.01 1.10 0.64 

 

 

  

※1：開業からの 40 年間において、収支の改善傾向が見られず、赤字が膨らみ続けるなど黒字転換しないこと。 
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⑭ 試算結果[ケースⅠ－（６）（輸送需要：基本ケース、収支算定：基本ケース[コスト削減後]） 

＋需要割増＋新線加算運賃＋追加補助] 

 

 

 

 第 8 号線の延伸 第 7 号線の延伸 敷津長吉線 第 5 号線の延伸 

公 営 

コスト削減 

建設費▲17 億円 

運営費▲6.1 億円/年 

コスト削減 

建設費▲457 億円 

運営費▲9.3 億円/年 

コスト削減 

建設費▲8 億円 

運営費▲6.4 億円/年 

コスト削減 

建設費▲268 億円 

運営費▲6.3 億円/年 

需要 3 千人/日増 

+新線加算運賃 60 円※1  

+追加補助 11.5 億円/年※2 

需要 3 千人/日増 

+新線加算運賃 60 円※1  

+追加補助 6.6 億円/年※2 

需要 4 千人/日増 

+新線加算運賃 60 円※1  

+追加補助 19.8 億円/年※2 

需要 2 千人/日増 

+新線加算運賃 60 円※1  

+追加補助 12.4 億円/年※2 

事業主体 公営 公営 公営 公営 

損益 

収支 

黒字転換 
単年度 17 年目 14 年目 15 年目 16 年目 

累積 40 年目 40 年目 40 年目 40 年目 

累積最大欠損 
16 年目 

118 億円 

13 年目 

87 億円 

14 年目 

196 億円 

15 年目 

102 億円 

資金 

収支 
黒字転換 累積 33 年目 31 年目 32 年目 34 年目 

現行スキームに基づく地方負担 616 億円 361 億円 825 億円 481 億円 

スキーム外の地方負担(40 年累計) 460 億円 264 億円 792 億円 496 億円 

計 1,076 億円 625 億円 1,617 億円 977 億円 

費用便益比（B/C）[30 年] 1.01 2.13 1.16 0.68 

民 営 

コスト削減 

建設費▲16 億円 

運営費▲5.5 億円/年 

コスト削減 

建設費▲430 億円 

運営費▲8.3 億円/年 

コスト削減 

建設費▲8 億円 

運営費▲5.9 億円/年 

コスト削減 

建設費▲248 億円 

運営費▲5.4 億円/年 

需要 3 千人/日増 

+新線加算運賃 60 円※1  

+追加補助 8.3 億円/年※2 

需要 3 千人/日増 

+新線加算運賃 60 円※1  

+追加補助 4.9 億円/年※2 

需要 4 千人/日増 

+新線加算運賃 60 円※1  

+追加補助 15.2 億円/年※2 

需要 2 千人/日増 

+新線加算運賃 60 円※1  

+追加補助 9.7 億円/年※2 

事業主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 

線路使用料 13.5 億円/年 8.9 億円/年 17.7 億円/年 10.0 億円/年 

損益 

収支 

黒字転換 
単年度 13 年目 30 年目 13 年目 31 年目 13 年目 31 年目 14 年目 31 年目 

累積 39 年目 19 年目 39 年目 38 年目 40 年目 40 年目 40 年目 40 年目 

累積最大欠損 
12 年目 

57 億円 

3 年目 

11 億円 

12 年目 

40 億円 

4 年目 

20 億円 

12 年目 

85 億円 

6 年目 

39 億円 

13 年目 

46 億円 

5 年目 

15 億円 

資金 

収支 
黒字転換 累積 29 年目 9 年目 27 年目 25 年目 28 年目 27 年目 30 年目 27 年目 

現行スキームに基づく地方負担 470 億円 271 億円 618 億円 363 億円 

スキーム外の地方負担(40 年累計) 332 億円 196 億円 608 億円 388 億円 

計 802 億円 467 億円 1,226 億円 751 億円 

費用便益比（B/C）[30 年] 1.05 2.23 1.21 0.71 

※１：加算運賃による需要の変化は見込んでいない。 

※２：60 円の新線加算運賃に加えて、公営及び民営の事業主体の累積損益が 40 年以内に黒字化するために必要な運営費補助。 

寄付金等の財源も考えられるが、ここでは全額地方負担と仮定。（現行では制度としてはない） 
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⑮ 試算結果[ケースⅡ－（２）（輸送需要：基本ケース、収支算定：感度分析ケース[コスト削減後]）] 

【事業化方策の１つ（営業主体がインフラ部分の資金負担を負わないとした場合に相当）】 

 

 第 8 号線の延伸 第 7 号線の延伸 敷津長吉線 第 5 号線の延伸 

公 営 

コスト削減 

建設費▲17 億円 

運営費▲5.9 億円/年 

コスト削減 

建設費▲457 億円 

運営費▲4.2 億円/年 

コスト削減 

建設費▲8 億円 

運営費▲6.2 億円/年 

コスト削減 

建設費▲268 億円 

運営費▲3.1 億円/年 

事業主体 公営 公営 公営 公営 

損益 

収支 

黒字転換 
単年度 発散※1 発散※1 発散※1 発散※1 

累積 発散※1 発散※1 発散※1 発散※1 

累積最大欠損 
40 年目 

75 億円 

40 年目 

125 億円 

40 年目 

277 億円 

40 年目 

148 億円 

資金 

収支 
黒字転換 累積 発散※1 発散※1 発散※1 発散※1 

現行スキームに基づく地方負担 616 億円 361 億円 825 億円 481 億円 

スキーム外の地方負担(40 年累計) 
648 億円※2 

(16.2 億円/年×40 年相当)  

408 億円※2 

(10.2 億円/年×40 年相当)  

856 億円※2 

(21.4 億円/年×40 年相当)  

492 億円※2 

(12.3 億円/年×40 年相当)  

計 1,264 億円 769 億円 1,681 億円 973 億円 

費用便益比（B/C）[30 年] 0.92 1.92 1.05 0.62 

民 営 

コスト削減 

建設費▲16 億円 

運営費▲5.5 億円/年 

コスト削減 

建設費▲430 億円 

運営費▲4.0 億円/年 

コスト削減 

建設費▲8 億円 

運営費▲5.9 億円/年 

コスト削減 

建設費▲248 億円 

運営費▲3.0 億円/年 

事業主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 

線路使用料 0 億円/年 0 億円/年 0 億円/年 0 億円/年 

損益 

収支 

黒字転換 
単年度 13 年目 発散※1 13 年目 発散※1 13 年目 発散※1 14 年目 発散※1 

累積 39 年目 発散※1 39 年目 発散※1 40 年目 発散※1 40 年目 発散※1 

累積最大欠損 
12 年目 

57 億円 

40 年目 

30 億円 

12 年目 

40 億円 

40 年目 

77 億円 

12 年目 

85 億円 

40 年目 

207億円 

13 年目 

46 億円 

40 年目 

111億円 

資金 

収支 
黒字転換 累積 29 年目 発散※1 27 年目 発散※1 28 年目 発散※1 30 年目 発散※1 

現行スキームに基づく地方負担 470 億円 271 億円 618 億円 363 億円 

スキーム外の地方負担(40 年累計) 
540 億円※2 

(13.5 億円/年×40 年)  

356 億円※2 

(8.9 億円/年×40 年)  

708 億円※2 

(17.7 億円/年×40 年)  

400 億円※2 

(10.0 億円/年×40 年)  

計 1,010 億円 627 億円 1,326 億円 763 億円 

費用便益比（B/C）[30 年] 0.95 2.01 1.10 0.64 

  ※1：開業からの 40 年間において、収支の改善傾向が見られず、赤字が膨らみ続けるなど黒字転換しないこと。 

※2：線路使用料相当。寄付金等の財源も考えられるが、ここでは全額地方負担と仮定する。（現行では制度としてはない） 
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⑯ 試算結果[ケースⅡ－（３）’（輸送需要：基本ケース、収支算定：感度分析ケース[コスト削減後]）＋新線加算

運賃] 

【事業化方策の１つ（営業主体がインフラ部分の資金負担を負わないとした場合に相当）】 

 

 第 8 号線の延伸 第 7 号線の延伸 敷津長吉線 第 5 号線の延伸 

公 営 

コスト削減 

建設費▲17 億円 

運営費▲5.9 億円/年 

コスト削減 

建設費▲457 億円 

運営費▲4.2 億円/年 

コスト削減 

建設費▲8 億円 

運営費▲6.2 億円/年 

コスト削減 

建設費▲268 億円 

運営費▲3.1 億円/年 

新線加算運賃30円※1 新線加算運賃50円※1 新線加算運賃70円※1 新線加算運賃 100 円※1 

事業主体 公営 公営 公営 公営 

損益 

収支 

黒字転換 
単年度 29 年目 29 年目 30 年目 30 年目 

累積 12 年目 16 年目 22 年目 20 年目 

累積最大欠損 
3 年目 

10 億円 

4 年目 

18 億円 

6 年目 

39 億円 

5 年目 

15 億円 

資金 

収支 
黒字転換 累積 4 年目 3 年目 1 年目 1 年目 

現行スキームに基づく地方負担 616 億円 361 億円 825 億円 481 億円 

スキーム外の地方負担(40 年累計) 
648 億円※2 

(16.2 億円/年×40 年相当)  

408 億円※2 

(10.2 億円/年×40 年相当)  

856 億円※2 

(21.4 億円/年×40 年相当)  

492 億円※2 

(12.3 億円/年×40 年相当)  

計 1,264 億円 769 億円 1,681 億円 973 億円 

費用便益比（B/C）[30 年] 0.91 1.91 1.05 0.61 

民 営 

コスト削減 

建設費▲16 億円 

運営費▲5.5 億円/年 

コスト削減 

建設費▲430 億円 

運営費▲4.0 億円/年 

コスト削減 

建設費▲8 億円 

運営費▲5.9 億円/年 

コスト削減 

建設費▲248 億円 

運営費▲3.0 億円/年 

新線加算運賃20円※1 新線加算運賃30円※1 新線加算運賃60円※1 新線加算運賃80円※1 

事業主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 

線路使用料 0 億円/年 0 億円/年 0 億円/年 0 億円/年 

損益 

収支 

黒字転換 
単年度 13 年目 27 年目 13 年目 31 年目 13 年目 29 年目 14 年目 30 年目 

累積 39 年目 12 年目 39 年目 40 年目 40 年目 23 年目 40 年目 32 年目 

累積最大欠損 
12 年目 

57 億円 

3 年目 

8 億円 

12 年目 

40 億円 

4 年目 

19 億円 

12 年目 

85 億円 

5 年目 

35 億円 

13 年目 

46 億円 

5 年目 

14 億円 

資金 

収支 
黒字転換 累積 29 年目 5 年目 27 年目 27 年目 28 年目 24 年目 30 年目 25 年目 

現行スキームに基づく地方負担 470 億円 271 億円 618 億円 363 億円 

スキーム外の地方負担(40 年累計) 
540 億円※2 

(13.5 億円/年×40 年)  

356 億円※2 

(8.9 億円/年×40年) 

708 億円※2 

(17.7 億円/年×40 年)  

400 億円※2 

(10.0 億円/年×40 年)  

計 1,010 億円 627 億円 1,326 億円 763 億円 

費用便益比（B/C）[30 年] 0.94 2.00 1.09 0.63 

 

 

 

  

※１：公営及び民営の事業主体の累積損益が 40 年以内に黒字化するために必要な加算運賃。 

（加算運賃［①第 8 号線の延伸、②第 7 号線の延伸、③敷津長吉線、④第 5 号線の延伸］ 

公営：①25 円、②41 円、③64 円、④91 円  民営：①12 円、②30 円、③54 円、④76 円） 

  また、加算運賃による需要の変化は見込んでいない。 

※２：線路使用料相当。寄付金等の財源も考えられるが、ここでは全額地方負担と仮定する。（現行では制度としてはない） 
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⑰ 試算結果[ケースⅢ－（２）（輸送需要：感度分析ケース、収支算定：感度分析ケース[コスト削減後]）] 

【国の答申路線（地交審答申第 8号）の考え方に相当】 

 

 

 

 

  

 第 8 号線の延伸 第 7 号線の延伸 敷津長吉線 第 5 号線の延伸 

公 営 

コスト削減 

建設費▲17 億円 

運営費▲5.9 億円/年 

コスト削減 

建設費▲457 億円 

運営費▲4.2 億円/年 

コスト削減 

建設費▲8 億円 

運営費▲6.2 億円/年 

コスト削減 

建設費▲268 億円 

運営費▲3.1 億円/年 

事業主体 公営 公営 公営 公営 

損益 

収支 

黒字転換 
単年度 発散※1 発散※1 発散※1 発散※1 

累積 発散※1 発散※1 発散※1 発散※1 

累積最大欠損 
40 年目 

32 億円 

40 年目 

73 億円 

40 年目 

234 億円 

40 年目 

120 億円 

資金 

収支 
黒字転換 累積 発散※1 発散※1 発散※1 発散※1 

現行スキームに基づく地方負担 616 億円 361 億円 825 億円 481 億円 

スキーム外の地方負担(40 年累計) 
648 億円※2 

(16.2 億円/年×40 年相当)  

408 億円※2 

(10.2 億円/年×40 年相当)  

856 億円※2 

(21.4 億円/年×40 年相当)  

492 億円※2 

(12.3 億円/年×40 年相当)  

計 1,264 億円 769 億円 1,681 億円 973 億円 

費用便益比（B/C）[30 年] 0.98 2.06 1.13 0.66 

民 営 

コスト削減 

建設費▲16 億円 

運営費▲5.5 億円/年 

コスト削減 

建設費▲430 億円 

運営費▲4.0 億円/年 

コスト削減 

建設費▲8 億円 

運営費▲5.9 億円/年 

コスト削減 

建設費▲248 億円 

運営費▲3.0 億円/年 

事業主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 

線路使用料 0 億円/年 0 億円/年 0 億円/年 0 億円/年 

損益 

収支 

黒字転換 
単年度 13 年目 27 年目 13 年目 発散※1 13 年目 発散※1 14 年目 発散※1 

累積 39 年目 36 年目 39 年目 発散※1 40 年目 発散※1 40 年目 発散※1 

累積最大欠損 
12 年目 

57 億円 

6 年目 

14 億円 

12 年目 

40 億円 

40 年目 

32 億円 

12 年目 

85 億円 

40 年目 

165億円 

13 年目 

46 億円 

40 年目 

85 億円 

資金 

収支 
黒字転換 累積 29 年目 29 年目 27 年目 発散※1 28 年目 発散※1 30 年目 発散※1 

現行スキームに基づく地方負担 470 億円 271 億円 618 億円 363 億円 

スキーム外の地方負担(40 年累計) 
540 億円※2 

(13.5 億円/年×40 年)  

356 億円※2 

(8.9 億円/年×40 年)  

708 億円※2 

(17.7 億円/年×40 年)  

400 億円※2 

(10.0 億円/年×40 年)  

計 1,010 億円 627 億円 1,326 億円 763 億円 

費用便益比（B/C）[30 年] 1.02 2.17 1.18 0.69 

※1：開業からの 40 年間において、収支の改善傾向が見られず、赤字が膨らみ続けるなど黒字転換しないこと。 

※2：線路使用料相当。寄付金等の財源も考えられるが、ここでは全額地方負担と仮定する。（現行では制度としてはない） 
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⑱ 一定のシナリオ（仮説） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■第８号線の延伸 

1 日約 1 万人の需要増を見込んだ場合 

湯里６交差点付近に堺・北花

田地区開発クラスの大規模

商業施設（店舗面積 55,000

㎡）と住宅（700 戸規模）の

開発を計画した場合 

約 66百人／日の増加 

杭全交差点付近に岩崎橋地

区（北地区）クラスの大規模

商業施設（店舗面積 34,000

㎡）の開発を計画した場合 

約 25百人／日の増加 

コリアタウンを神戸

南京町程度に活性化

した場合 

約 11百人／日の増加 

今里 

湯里六 

■第７号線の延伸 

1 日約 5 千人の需要増を見込んだ場合 

過大な推計とならないよ

う配慮した鶴浜地区の開

発計画が計画通りに進捗

した場合 

 約 9百人/日の増加 

交通機能用地にアウトレ

ット系の大規模商業施設

の開発を計画した場合 

 約 42百人/日の増加 

1 日約 8 千人の需要増を見込んだ場合 

■敷津長吉線 

湯里６交差点付近に堺・北花田地区開発クラ

スの大規模商業施設（店舗面積 55,000 ㎡）

と住宅（700戸規模）の開発を計画した場合 

約 66百人／日の増加 

過大な推計とならないよう配慮

した臨海部の開発計画が計画通

りに進捗した場合 

 約 17百人/日の増加 

■第５号線の延伸 

まずは導入空間の確保（道路整備）が必要 

現状では導入空間 

となる道路がない 

弥刀方面 南巽 
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⑲ 試算結果[ケースⅣ－（２）（輸送需要：一定のシナリオ（仮説）の下での検討、収支算定：基本ケース[コスト削減後]）] 

 

 

 

 

  

 第 8 号線の延伸 第 7 号線の延伸 敷津長吉線 第 5 号線の延伸 

公 営 

コスト削減 

建設費▲17 億円 

運営費▲6.1 億円/年 

コスト削減 

建設費▲457 億円 

運営費▲9.3 億円/年 

コスト削減 

建設費▲8 億円 

運営費▲6.4 億円/年 

コスト削減 

建設費▲268 億円 

運営費▲6.3 億円/年 

需要 10 千人/日増 需要 5 千人/日増 需要 8 千人/日増 － 

事業主体 公営 公営 公営 － 

損益 

収支 

黒字転換 
単年度 発散※1 発散※1 発散※1 － 

累積 発散※1 発散※1 発散※1 － 

累積最大欠損 
40 年目 

552 億円 

40 年目 

504 億円 

40 年目 

1,035 億円 
－ 

資金 

収支 
黒字転換 累積 発散※1 発散※1 発散※1 － 

現行スキームに基づく地方負担 616 億円 361 億円 825 億円 － 

スキーム外の地方負担(40 年累計) 0 億円 0 億円 0 億円 － 

計 616 億円 361 億円 825 億円 － 

費用便益比（B/C）[30 年] 1.29 2.26 1.29 － 

民 営 

コスト削減 

建設費▲16 億円 

運営費▲5.5 億円/年 

コスト削減 

建設費▲430 億円 

運営費▲8.3 億円/年 

コスト削減 

建設費▲8 億円 

運営費▲5.9 億円/年 

コスト削減 

建設費▲248 億円 

運営費▲5.4 億円/年 

需要 10 千人/日増 需要 5 千人/日増 需要 8 千人/日増 － 

事業主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 

線路使用料 13.5 億円/年 8.9 億円/年 17.7 億円/年 － 

損益 

収支 

黒字転換 
単年度 13 年目 発散※1 13 年目 発散※1 13 年目 発散※1 － － 

累積 39 年目 発散※1 39 年目 発散※1 40 年目 発散※1 － － 

累積最大欠損 
12 年目 

57 億円 

40 年目 

413億円 

12 年目 

40 億円 

40 年目 

416億円 

12 年目 

85 億円 

40 年目 

828億円 
－ － 

資金 

収支 
黒字転換 累積 29 年目 発散※1 27 年目 発散※1 28 年目 発散※1 － － 

現行スキームに基づく地方負担 470 億円 271 億円 618 億円 － 

スキーム外の地方負担(40 年累計) 0 億円 0 億円 0 億円 － 

計 470 億円 271 億円 618 億円 － 

費用便益比（B/C）[30 年] 1.35 2.38 1.36 － 

※1：開業からの 40 年間において、収支の改善傾向が見られず、赤字が膨らみ続けるなど黒字転換しないこと。 
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⑳ 試算結果[ケースⅣ－（４）（輸送需要：一定のシナリオ（仮説）の下での検討、収支算定：基本ケース[コスト

削減後]＋新線加算運賃＋追加補助）] 

 

 

 

 

  

 第 8 号線の延伸 第 7 号線の延伸 敷津長吉線 第 5 号線の延伸 

公 営 

コスト削減 

建設費▲17 億円 

運営費▲6.1 億円/年 

コスト削減 

建設費▲457 億円 

運営費▲9.3 億円/年 

コスト削減 

建設費▲8 億円 

運営費▲6.4 億円/年 

コスト削減 

建設費▲268 億円 

運営費▲6.3 億円/年 

需要 10 千人/日増 

+新線加算運賃 60 円※1  

+追加補助 7.4 億円/年※2 

需要 5 千人/日増 

+新線加算運賃 60 円※1  

+追加補助 7.1 億円/年※2 

需要 8 千人/日増 

+新線加算運賃 60 円※1  

+追加補助 18.0 億円/年※2 

 

－ 

事業主体 公営 公営 公営 公営 

損益 

収支 

黒字転換 
単年度 17 年目 14 年目 15 年目 － 

累積 40 年目 40 年目 40 年目 － 

累積最大欠損 
16 年目 

119 億円 

13 年目 

87 億円 

14 年目 

196 億円 
－ 

資金 

収支 
黒字転換 累積 33 年目 31 年目 32 年目 － 

現行スキームに基づく地方負担 616 億円 361 億円 825 億円 － 

スキーム外の地方負担(40 年累計) 296 億円 284 億円 720 億円 － 

計 912 億円 645 億円 1,545 億円 － 

費用便益比（B/C）[30 年] 1.29 2.26 1.29 － 

民 営 

コスト削減 

建設費▲16 億円 

運営費▲5.5 億円/年 

コスト削減 

建設費▲430 億円 

運営費▲8.3 億円/年 

コスト削減 

建設費▲8 億円 

運営費▲5.9 億円/年 

コスト削減 

建設費▲248 億円 

運営費▲5.4 億円/年 

需要 10 千人/日増 

+新線加算運賃 60 円※1  

+追加補助 4.2 億円/年※2 

需要 5 千人/日増 

+新線加算運賃 60 円※1  

+追加補助 5.4 億円/年※2 

需要 8 千人/日増 

+新線加算運賃 60 円※1  

+追加補助 13.5 億円/年※2 

 

－ 

事業主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 

線路使用料 13.5 億円/年 8.9 億円/年 17.7 億円/年 － 

損益 

収支 

黒字転換 
単年度 13 年目 31 年目 13 年目 31 年目 13 年目 30 年目 － － 

累積 39 年目 31 年目 39 年目 37 年目 40 年目 39 年目 － － 

累積最大欠損 
12 年目 

57 億円 

3 年目 

11 億円 

12 年目 

40 億円 

4 年目 

20 億円 

12 年目 

85 億円 

6 年目 

38 億円 
－ － 

資金 

収支 
黒字転換 累積 29 年目 24 年目 27 年目 25 年目 28 年目 27 年目 － － 

現行スキームに基づく地方負担 470 億円 271 億円 618 億円 － 

スキーム外の地方負担(40 年累計) 168 億円 216 億円 540 億円 － 

計 638 億円 487 億円 1,158 億円 － 

費用便益比（B/C）[30 年] 1.34 2.37 1.35 － 

※１：加算運賃による需要の変化は見込んでいない。 

※２：60 円の新線加算運賃に加えて、公営及び民営の事業主体の累積損益が 40 年以内に黒字化するために必要な運営費補助。 

寄付金等の財源も考えられるが、ここでは全額地方負担と仮定する。（現行では制度としてはない） 
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㉑ 試算結果[（参考）ケースⅠ－（２）（輸送需要：基本ケース、収支算定：基本ケース[コスト削減後]）] 

【第８号線の延伸に関する整備区間の変更ケース】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

整備区間 

第 8 号線の延伸 

ＣＡＳＥ１ 

【今里～杭全】 

ＣＡＳＥ２ 

【今里～長居】 

公 営 

コスト削減 

建設費▲17 億円 

運営費▲3.6 億円/年 

コスト削減 

建設費▲17 億円 

運営費▲8.0 億円/年 

事業主体 公営 公営 

損益 

収支 

黒字転換 
単年度 発散※1 発散※1 

累積 発散※1 発散※1 

累積最大欠損 
40 年目 

466 億円 

40 年目 

946 億円 

資金 

収支 
黒字転換 累積 発散※1 発散※1 

現行スキームに基づく地方負担 334 億円 838 億円 

スキーム外の地方負担(40 年累計) 0 億円 0 億円 

計 334 億円 838 億円 

費用便益比（B/C）[30 年] 0.94 0.90 

民 営 

コスト削減 

建設費▲16 億円 

運営費▲3.1 億円/年 

コスト削減 

建設費▲16 億円 

運営費▲7.3 億円/年 

事業主体 建設主体 運営主体 建設主体 運営主体 

線路使用料 7.6 億円/年 18.3 億円/年 

損益 

収支 

黒字転換 
単年度 13 年目 発散※1 13 年目 発散※1 

累積 39 年目 発散※1 40 年目 発散※1 

累積最大欠損 
12 年目 

33 億円 

40 年目 

395億円 

12 年目 

84 億円 

40 年目 

750 億円 

資金 

収支 
黒字転換 累積 29 年目 発散※1 29 年目 発散※1 

現行スキームに基づく地方負担 256 億円 639 億円 

スキーム外の地方負担(40 年累計) 0 億円 0 億円 

計 256 億円 639 億円 

費用便益比（B/C）[30 年] 0.97 0.93 

※1：開業からの 40 年間において、収支の改善傾向が見られず、赤字が膨らみ続けるなど黒字転換しないこと。 
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㉒ 新線整備による他路線への影響 

 

敷津長吉線沿線から都心方向へ向かう際に、敷津長吉線整備前は南海線や近鉄南大阪線を利用し、な

んばや天王寺で乗換え、御堂筋線を利用していた人が、敷津長吉線整備後は長居で乗換え、御堂筋線の

利用に転換することなどにより、南海線や近鉄南大阪線の利用者数が減少するなど、他路線の収益に影

響を与える恐れがある。 

 

（南海線から敷津長吉線に転換する例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（近鉄南大阪線から敷津長吉線に転換する例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

敷津長吉線整備前 敷津長吉線整備後 

南海線 → なんば → 御堂筋線 敷津長吉線 → 長居 → 御堂筋線 

敷津長吉線整備前 敷津長吉線整備後 

近鉄南大阪線 → 天王寺 → 御堂筋線 敷津長吉線 → 長居 → 御堂筋線 
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㉓ 輸送密度 

 

◎地下鉄条例路線の輸送密度（平成 42 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎地下鉄既設路線及び他社路線の輸送密度（平成 22 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

営業キロ
km

輸送人員
人／日

キロ当たり

輸送人員

（人／km）／日

輸送人キロ
（千人・km）／日

輸送密度
（人・km／km）／日

137.8 2,293,257 16,642 13,572 98,493

御堂筋線 24.5 1,104,830 45,095 5,853 238,880

谷町線 28.1 479,852 17,077 2,528 89,972

四つ橋線 11.4 248,975 21,840 947 83,073

中央線 17.9 288,652 16,126 1,482 82,818

千日前線 12.6 175,093 13,896 581 46,117

堺筋線 8.5 310,923 36,579 1,087 127,864

長堀鶴見緑地線 15.0 144,945 9,663 620 41,344

今里筋線 11.9 56,805 4,774 259 21,736

南港ポートタウン線 7.9 71,071 8,996 215 27,266

195.1 6,307,392 32,329 50,780 260,276

131.2 2,435,710 18,565 16,361 124,706

9.7 58,871 6,069 319 32,865

12.2 49,518 4,059 134 10,981

31.2 382,540 12,261 1,756 56,278

30.6 286,093 9,349 2,614 85,419

508.1 1,571,293 3,092 30,161 59,361

154.8 619,356 4,001 10,100 65,244

91.1 767,866 8,429 10,891 119,553

143.6 1,652,693 11,509 23,168 161,334

48.9 562,197 11,497 5,536 113,213

5,012.7 4,872,375 972 144,149 28,757

5.9 150,011 25,426 677 114,697

14.3 135,255 9,458 1,235 86,355

69.6 139,784 2,008 1,252 17,984

70.4 172,307 2,448 2,209 31,380

15.3 91,279 5,966 360 23,532

28.0 99,721 3,561 648 23,156

7.5 25,501 3,400 191 25,501

15.4 59,890 3,889 411 26,702

14.4 17,904 1,243 87 6,013

12.3 18,896 1,536 82 6,668

10.0 42,551 4,255 156 15,567

17.8 24,967 1,403 191 10,753

18.7 19,978 1,068 80 4,265

10.9 15,989 1,467 48 4,400

7.6 5,052 665 24 3,151

4.7 9,132 1,943 16 3,408

35.1 147,775 4,210 535 15,244

43.5 48,441 1,114 231 5,311

11.5 48,948 4,256 155 13,497

13.1 28,868 2,204 104 7,933

　鉄道統計年報をもとに作成（決算値ベース）

大
阪

市
交

通

局

全線

能勢電鉄

北大阪急行電鉄

大阪府都市開発

うち日暮里・舎人ライナー線

うち荒川線

神戸電鉄

山陽電気鉄道

神戸新交通

大阪高速鉄道

北神急行電鉄

鹿児島市（軌道線）

叡山鉄道

京福電気鉄道

江ノ島鉄道

遠州鉄道

阪堺電気軌道

函館市（軌道線）

富山ライトレール

岡山電気軌道

広島電鉄

伊予鉄道

長崎電気軌道

東京メトロ

京都市

神戸市

東京都

ＪＲ西日本

近畿日本鉄道

阪神電気鉄道

阪急電鉄

京阪電気鉄道

南海電気鉄道

営業キロ
km

輸送人員
人／日

キロ当たり
輸送人員

（人／km）／日

輸送人キロ
（千人・km）／日

輸送密度
（人・km／km）／日

第８号線（今里～湯里六丁目） 6.7
31,744

[30,823]
4,738

[4,601]
120,884

[117,378]
18,042

[17,519]

第７号線（鶴町～大正） 5.5
34,694

[33,688]
6,308

[6,125]
86,912

[84,392]
15,802

[15,344]

敷津長吉線（住之江公園～喜連瓜破） 6.9
44,852

[43,551]
6,500

[6,312]
120,508

[117,013]
17,465

[16,958]

第５号線（南巽～弥刀方面） 4.2
18,816

[18,270]
4,480

[4,350]
46,517

[45,168]
11,075

[10,754]

 ※[　]内は決算値ベースに換算後
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㉔ 人口の減少、高齢化の進展 

 大阪市では、平成 22年の約 267万人から平成 42年では約 247万人まで減少が見込まれ、特に生産年

齢人口（15～64歳人口）が大きく減少し、高齢者（65歳以上人口）の比率が増加する傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大阪府においても、平成 22年の約 887万人から平成 42年では約 812万人まで減少が見込まれ、大阪

市と同様に生産年齢人口（15～64 歳人口）が大きく減少し、高齢者（65 歳以上人口）の比率が増加す

る傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※年齢不詳は既知の分で案分した

40 35 33 32 31 23

192 188 183 177 175
151

31 37 45 54 60

74

0

50
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300

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

65歳以上

15～64歳

0～14歳

～大阪市計～
常住人口
（万人） 実績値 推計値

(23%)

(66%)

(12%)

(30%)

(61%)

(9%)

267

247

※年齢不詳は既知の分で案分した

151 132 125 122 117 81

638 642 624 595 571

483

85 105 132 165 198

248

0

200

400
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1000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

65歳以上

15～64歳

0～14歳

～大阪府計～
常住人口
（万人） 実績値 推計値

(22%)

(64%)

(13%)

(30%)

(59%)

(10%)

887

812

※推計値は国立社会保障・人口問題研究所の推計値（平成 25年 3月推計）を使用 

※推計値は国立社会保障・人口問題研究所の推計値（平成 25年 3月推計）を使用 

大阪市の人口推移と人口推計結果（年齢３区分別） 

大阪府の人口推移と人口推計結果（年齢３区分別） 

H2  H7  H12  H17  H22  H27  H32  H37  H42  H47  H52 

H2   H7  H12  H17  H22  H27  H32  H37  H42  H47  H52 
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㉕ 地域経済の停滞 

 

◎一人当たりの府民所得 

 都道府県民一人当たりの所得は、平成２年以降東京都では概ね増加、愛知県では横ばいの傾向にある

が、大阪府は減少傾向となっている。また、近年では全国平均と比較しても同程度になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣府県民経済計算を元に作成 

 

◎市内総生産の推移 

 大阪市内総生産は、平成８年以降減少傾向にあり、全国平均をも下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：統計から読み解く大阪市の現状 
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H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

（千
円

）

１人当たりの都道府県民所得

大阪府 東京都 愛知県 全国
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㉖ 外出率の低下等 

 外出率は、平成 2 年から平成 22 年にかけて減少傾向にある。また、年齢階層別に見ると、60 歳以上

は増加傾向にあるが、20～44歳では減少傾向にあり、特に 20代の減少が著しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第 3～5回京阪神都市圏パーソントリップ調査 

 

 

 1日あたりのトリップ数（生成原単位）についても平成 2年から平成 22年にかけて減少傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第 3～5回京阪神都市圏パーソントリップ調査 

 

  

大阪市における平日の外出率の推移（H2～H22） 大阪市における年平日の齢階層別外出率の推移（H2～H22） 

大阪市における平日の生成原単位の推移（H2～H22） 
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㉗ 関西の大手民間鉄道事業者の輸送人員及び旅客輸送収入 

 関西の大手民間鉄道事業者においては輸送人員は平成３年以降、旅客輸送収入は平成８年以降減少傾

向にある。 

 

◎関西民鉄輸送人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎関西民鉄旅客輸送収入の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2,386
2,516 2,566 2,601 2,561 2,535 2,484 2,429 2,411 2,297 2,219 2,155 2,108 2,068 2,017 1,993 1,950 1,946 1,934 1,928 1,919 1,933 1,870 1,876
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393 415
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411
400 392 381 370 365 361 353 356 361 364 303 353 352

976

1,117
1,179 1,189 1,191 1,183

1,159
1,183 1,171

1,177
1,165

1,131
1,104 1,111

1,093 1,079
1,052 1,083 1,090 1,095 1,078 1,089 1,081 1,081

3,795

4,024
4,154

4,214 4,183 4,150
4,053 4,005 3,996

3,881
3,795

3,687
3,604 3,559

3,480 3,437
3,363 3,382 3,380 3,384 3,360 3,324 3,305 3,309

0
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（百万人） 大手 準大手・中小・３セク・鋼索 公営

（年度）

3,178
3,658 3,766 3,931

4,232 4,210 4,213
4,423
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616

691
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1,816

1,815
1,893

1,920
1,874

1,843 1,837
1,802 1,790

1,766 1,788 1,820 1,849 1,830
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6,759

6,627 6,543
6,378 6,306

6,184 6,196 6,220 6,289 6,235
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
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60 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

（億円） 大手 準大手・中小・３セク・鋼索 公営

（年度）

資料：関西鉄道協会の概況 平成 25年 7月 
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㉘ 欧米先進諸国の都市内公共輸送における運賃回収率－運営費に占める運賃収入の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： URBAN TRANSPORT SYSTEMS AND OPERATORS 

※2009年値（ただし、チューリッヒについては 2008年値） 
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㉙ 交通政策基本法 

㉙－（１）概要 

 
資料： 国土交通省 
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㉙－（２）交通政策基本法（条文） 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、交通に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体

の責務等を明らかにすることにより、交通安全対策基本法（昭和四十五年法律第百十号）と相まって、交通に関する施策を総合的かつ計

画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。 

（交通に関する施策の推進に当たっての基本的認識） 

第二条 交通に関する施策の推進は、交通が、国民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活発な地域間交流及び国際交流並びに物資

の円滑な流通を実現する機能を有するものであり、国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図るために欠くことのできないもの

であることに鑑み、将来にわたって、その機能が十分に発揮されることにより、国民その他の者（以下「国民等」という。）の交通に対す

る基本的な需要が適切に充足されることが重要であるという基本的認識の下に行われなければならない。 

 

（交通の機能の確保及び向上） 

第三条 交通に関する施策の推進は、交通が、国民の日常生活及び社会生活の基盤であること、国民の社会経済活動への積極的な参加に

際して重要な役割を担っていること及び経済活動の基盤であることに鑑み、我が国における近年の急速な少子高齢化の進展その他の社会

経済情勢の変化に対応しつつ、交通が、豊かな国民生活の実現に寄与するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域

経済の活性化その他地域の活力の向上に寄与するものとなるよう、その機能の確保及び向上が図られることを旨として行われなければな

らない。 

２ 交通の機能の確保及び向上を図るに当たっては、大規模な災害が発生した場合においても交通の機能が維持されるとともに、当該災

害からの避難のための移動が円滑に行われることの重要性に鑑み、できる限り、当該災害による交通の機能の低下の抑制及びその迅速な

回復に資するとともに、当該災害の発生時における避難のための移動に的確に対応し得るものとなるように配慮しなければならない。 

 

（交通による環境への負荷の低減） 

第四条 交通に関する施策の推進は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできな

いものであること及び交通が環境に与える影響に鑑み、将来にわたって、国民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受することができるよ

う、交通による環境への負荷の低減が図られることを旨として行われなければならない。 

 

（交通の適切な役割分担及び有機的かつ効率的な連携） 

第五条 交通に関する施策の推進は、徒歩、自転車、自動車、鉄道車両、船舶、航空機その他の手段による交通が、交通手段（交通施設

及び輸送サービスを含む。以下同じ。）の選択に係る競争及び国民等の自由な選好を踏まえつつそれぞれの特性に応じて適切に役割を分担

し、かつ、有機的かつ効率的に連携することを旨として行われなければならない。 

 

（連携等による施策の推進） 

第六条 交通に関する施策の推進は、まちづくり、観光立国の実現その他の観点を踏まえ、当該施策相互間の連携及びこれと関連する施

策との連携を図りながら、国、地方公共団体、運輸事業その他交通に関する事業を行う者（以下「交通関連事業者」という。）、交通施設

の管理を行う者（以下「交通施設管理者」という。）、住民その他の関係者が連携し、及び協働しつつ、行われなければならない。 

 

（交通の安全の確保） 

第七条 交通の安全の確保に関する施策については、当該施策が国民等の生命、身体及び財産の保護を図る上で重要な役割を果たすもの

であることに鑑み、交通安全対策基本法その他の関係法律で定めるところによる。 

２ 交通に関する施策の推進に当たっては、前項に定めるところにより行われる交通の安全の確保に関する施策との十分な連携が確保さ

れなければならない。 

 

（国の責務） 

第八条 国は、第二条から第六条までに定める交通に関する施策についての基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、交通

に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、情報の提供その他の活動を通じて、基本理念に関する国民等の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。 
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（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、交通に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済

的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、情報の提供その他の活動を通じて、基本理念に関する住民その他の者の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努

めなければならない。 

 

（交通関連事業者及び交通施設管理者の責務） 

第十条 交通関連事業者及び交通施設管理者は、基本理念の実現に重要な役割を有していることに鑑み、その業務を適切に行うよう努め

るとともに、国又は地方公共団体が実施する交通に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、交通関連事業者及び交通施設管理者は、基本理念にのっとり、その業務を行うに当たっては、当該業務に

係る正確かつ適切な情報の提供に努めるものとする。 

 

（国民等の役割） 

第十一条 国民等は、基本理念についての理解を深め、その実現に向けて自ら取り組むことができる活動に主体的に取り組むよう努める

とともに、国又は地方公共団体が実施する交通に関する施策に協力するよう努めることによって、基本理念の実現に積極的な役割を果た

すものとする。 

 

（関係者の連携及び協力） 

第十二条 国、地方公共団体、交通関連事業者、交通施設管理者、住民その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図り

ながら協力するよう努めるものとする。 

 

（法制上の措置等） 

第十三条 政府は、交通に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

 

（年次報告等） 

第十四条 政府は、毎年、国会に、交通の動向及び政府が交通に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る交通の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなけ

ればならない。 

 

第二章 交通に関する基本的施策 

 

第一節 交通政策基本計画（省略） 

 

第二節 国の施策（省略） 

 

第三節 地方公共団体の施策 

第三十二条 地方公共団体は、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた交通に関する施策を、まちづくりその他の

観点を踏まえながら、当該施策相互間の連携及びこれと関連する施策との連携を図りつつ、総合的かつ計画的に実施するものとする。 
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㉚ 未着手の地下鉄条例路線に関する市民・利用者アンケート結果（速報版）その１ 

「『未着手の地下鉄条例路線（４路線）』はご存じですか。」の問いに対し、 

今里筋線の延伸の認知度は、今里筋線の延伸沿線で 35～50%程度であり、その他の路線の沿線でも

同程度となっている。 

その他の路線の認知度は、概ね今里筋線の延伸よりも低く、長堀鶴見緑地線の延伸沿線地域を除く

と、約 20%以下程度となっている。 

 

 地下鉄利用 あり 地下鉄利用 なし 

今
里
筋
線
の
延
伸
沿
線 

  

長
堀
鶴
見
緑
地
線
の
延
伸
沿
線   

敷
津
長
吉
線
沿
線 

  

千
日
前
線
の
延
伸
沿
線 

  

今 里 筋 線 の 延 伸 沿 線：東成区、生野区、東住吉区、平野区 

長堀鶴見緑地線の延伸沿線：大正区 

敷 津 長 吉 線 沿 線：住之江区、住吉区、東住吉区、平野区 

千 日 前 線 の 延 伸 沿 線：生野区、平野区 

  

17.2%

13.0%

14.6%

48.1%

82.8%

87.0%

85.4%

51.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④千日前線の延伸

③敷津長吉線

②長堀鶴見緑地線の延伸

①今里筋線の延伸

構成比率

知っている 知らない

N=239

8.5%

8.5%

5.4%

35.4%

91.5%

91.5%

94.6%

64.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④千日前線の延伸

③敷津長吉線

②長堀鶴見緑地線の延伸

①今里筋線の延伸

構成比率

知っている 知らない

N=130

12.5%

6.3%

50.0%

31.3%

87.5%

93.8%

50.0%

68.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④千日前線の延伸

③敷津長吉線

②長堀鶴見緑地線の延伸

①今里筋線の延伸

構成比率

知っている 知らない

N=16

3.8%

50.0%

30.8%

50.0%

96.2%

50.0%

69.2%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④千日前線の延伸

③敷津長吉線

②長堀鶴見緑地線の延伸

①今里筋線の延伸

構成比率

知っている 知らない

N=26

11.0%

15.0%

14.3%

33.0%

89.0%

85.0%

85.7%

67.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④千日前線の延伸

③敷津長吉線

②長堀鶴見緑地線の延伸

①今里筋線の延伸

構成比率

知っている 知らない

N=300

6.3%

10.2%

4.7%

28.1%

93.8%

89.8%

95.3%

71.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④千日前線の延伸

③敷津長吉線

②長堀鶴見緑地線の延伸

①今里筋線の延伸

構成比率

知っている 知らない

N=128

21.2%

16.1%

15.3%

48.9%

78.8%

83.9%

84.7%

51.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④千日前線の延伸

③敷津長吉線

②長堀鶴見緑地線の延伸

①今里筋線の延伸

構成比率

知っている 知らない

N=137

11.8%

5.3%

5.3%

32.9%

88.2%

94.7%

94.7%

67.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④千日前線の延伸

③敷津長吉線

②長堀鶴見緑地線の延伸

①今里筋線の延伸

構成比率

知っている 知らない

N=76
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㉛ 未着手の地下鉄条例路線に関する市民・利用者アンケート結果（速報版）その２ 

 「『未着手の地下鉄条例路線（４路線）』について関心がありますか。」の問いに対し、 

・今里筋線の延伸の関心は、他の沿線と比較して高くなっているなど、各路線とも、その路線の沿線で

関心が高くなっている。 

 

 地下鉄利用 あり 地下鉄利用 なし 

今
里
筋
線
の
延
伸
沿
線 

  

長
堀
鶴
見
緑
地
線
の
延
伸
沿
線   

敷
津
長
吉
線
沿
線 

  

千
日
前
線
の
延
伸
沿
線 

  

今 里 筋 線 の 延 伸 沿 線：東成区、生野区、東住吉区、平野区 

長堀鶴見緑地線の延伸沿線：大正区 

敷 津 長 吉 線 沿 線：住之江区、住吉区、東住吉区、平野区 

千 日 前 線 の 延 伸 沿 線：生野区、平野区 

  

29%

30%

16%
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35%

34%

41%
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42%

26%
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32%
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31%

42%
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N=137

17%

21%

11%

24%

37%

37%

39%

36%

46%

42%

50%

41%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④千日前線の延伸

③敷津長吉線

②長堀鶴見緑地線の延伸
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構成比率
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㉜ 鉄道整備効果 

 平成 2年 3月に開業した長堀鶴見緑地線（京橋～鶴見緑地間）について、沿線 2区（城東区、鶴見区）

とその周辺の 4区（都島区、旭区、東成区、生野区）を比較して、鉄道整備効果を観察する。 

 

㉜－（１） 新設住宅戸数の増加 

 新設の住宅戸数は、開業後５年の沿線２区は、周辺４区や大阪市計と比べて減少幅が小さく、その後

も周辺４区や大阪市計と比べて高い値を維持していることから、長堀鶴見緑地線の整備が沿線の宅地開

発の促進に、長期的な影響を及ぼしていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

開業前5年 開業後5年 次の5年 次の5年 次の5年

S60～H元 H2～H6 H7～H11 H12～H16 H17～H21

沿線２区 周辺４区 大阪市計

（開業前5年を1.0）

←平成2年3月

鶴見緑地まで開業
←平成9年8月までに

大正～門真南が開業

 沿線２区：城東区・鶴見区 

 周辺４区：都島区・旭区・東成区・生野区（右図のとおり） 

注）新設住宅戸数は年度毎の増減の影響が大きいため、 

  ５年間で集計してグラフ化している 

←平成 2 年 3 月に京橋 

～鶴見緑地が開業 

←平成 9 年 8 月に大正 

～門真南が全線開業 
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㉜－（２） 沿線人口の増加 

 沿線２区の人口は、長堀鶴見緑地線の開業前後はしばらく横ばいであるものの、その後大きく増加傾

向にあり、周辺４区や大阪市計と比較して、その増加傾向が顕著であることから、長堀鶴見緑地線の整

備が、沿線人口の増加に大きく寄与しているものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特に、長堀鶴見緑地線の駅周辺の 500m 圏のみを対象として常住人口の変化をみると、平成 7 年から

平成 22年の間、３駅計では増加の一途であり、約 9％の増加となっている。 
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 沿線２区：城東区・鶴見区 

 周辺４区：都島区・旭区・東成区・生野区（右図の通り） 

注）数値は各年 3月末時点の住民基本台帳人口 

←平成 2 年 3 月に京橋 

～鶴見緑地が開業 

←平成 9 年 8 月に大正 

～門真南が全線開業 

500m 圏常住人口の推移 
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㉜－（３） 20～30 歳代の人口の増加 

 沿線２区の人口増加が大きい平成 7 年から平成 17 年において、年齢階層別での人口を見ると、子育

て層である 20歳代～30歳代の人口は大阪市合計で減少している一方で、鶴見区では平成 7年時点の 20

～24 歳・25～29 歳が、城東区・都島区では平成 7 年時点の 20～24 歳が増加しており、この 10 年間の

間での、子育て層の転入が進んだものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：矢印はＨ7年時点での 20～30代人口がＨ17年までの 10年間でどう変化したかを示したものである。（赤は増加、青は減少） 
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㉜－（４） 事業所立地への影響 

 事業所・企業統計調査による事業所数は、昭和 61 年以降、大阪市計で減少傾向にある。 

 沿線２区の減少は、周辺４区の減少と比較して小さく、また、長堀鶴見緑地線の開業直後の平成 3年

から平成 8年にかけては、大阪市計が減少するのに対し、沿線２区はほぼ横ばいとなっており、長堀鶴

見緑地線の整備が、事業所の立地に若干ながら影響を及ぼしていることが考えられる。 
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←平成2年3月

鶴見緑地まで開業

←平成9年8月までに

大正～門真南が開業

 沿線２区：城東区・鶴見区 

 周辺４区：都島区・旭区・東成区・生野区（右図のとおり） 

注）数値は事業所・企業統計調査結果による 

←平成 2 年 3 月に京橋 

～鶴見緑地が開業 

←平成 9 年 8 月に大正 

～門真南が全線開業 
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㉜－（５） 従業者数の増加 

 事業所・企業統計調査による従業者数は、周辺４区では昭和 61 年以降減少傾向にあるが、沿線２区

では平成 8年まで増加傾向にあり、長堀鶴見緑地線の整備が、沿線の従業人口増加に影響を及ぼしてい

ることが考えられる。 
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←平成2年3月

鶴見緑地まで開業

←平成9年8月までに

大正～門真南が開業

 沿線２区：城東区・鶴見区 

 周辺４区：都島区・旭区・東成区・生野区（右図のとおり） 

注）数値は事業所・企業統計調査結果による 

←平成 2 年 3 月に京橋 

～鶴見緑地が開業 

←平成 9 年 8 月に大正 

～門真南が全線開業 
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㉜－（６） 税収（固定資産税・都市計画税）の増加 

 固定資産税および都市計画税の税収の推移は、大阪市計では平成 8年度をピークとした推移となって

いる。 

 沿線２区の税収（固定資産税・都市計画税）は、開業翌年度を基準としたときに、平成 8年頃までは

概ね同じ伸びを示しているが、平成 9 年度以降で徐々にその差が現れ、平成 13 年には、その伸びで大

阪市計とも逆転している。これは、固定資産税等には新築住宅等への一定期間の減税措置があることか

ら、人口増加の効果よりも、効果が遅れて発現している状況にあるものと考えられる。 
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開業翌年度

（H2=1.0）

 沿線２区：城東区・鶴見区 

 周辺４区：都島区・旭区・東成区・生野区（右図のとおり） 

注）数値は市税決算書による固定資産税および都市計画税の合計額の変化 

←平成 9 年 8 月に大正 

～門真南が全線開業 
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㉜－（７） 鉄道駅周辺の土地利用の変化 

 平成２年に開業した地下鉄駅（横堤・蒲生四丁目・今福鶴見）の各駅 500ｍ圏内の過去 15年間の土地

利用の変化と、地下鉄駅が存在しない杭全交差点・大池橋交差点の 500ｍ圏内の同一期間の土地利用の

変化を比較すると、地下鉄の駅 500ｍ圏内では土地利用の変化が大きいことから、地下鉄の整備により、

駅周辺の土地利用が活性化しているものと考えられる。 
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